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(57)【要約】
【課題】保留図柄を用いて遊技の趣向性を向上させるこ
とが可能な遊技機を提供すること。
【解決手段】対応する当否判定結果の報知が完了してい
ない当否判定情報が存在することを保留図柄１０として
表示する表示手段９１と、前記保留図柄１０の種類を変
化させることにより、当該保留図柄１０に対応する当否
判定結果が当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆す
る保留変化演出を実行する演出実行手段と、前記保留変
化演出の発生を予告する保留変化予告を実行する予告実
行手段と、を備え、前記保留変化予告は、前記予告画像
３０の種類が段階的に変化していくものであり、最終的
に表示される予告画像３０の種類により、前記保留変化
演出にて変化した後の前記保留図柄１０の種類が示唆さ
れることを特徴とする遊技機１とする。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する当否判定結果の報知が完了していない当否判定情報が存在することを保留図柄
として表示する表示手段と、
前記保留図柄の種類を変化させることにより、当該保留図柄に対応する当否判定結果が当
たりとなる蓋然性が高まったことを示唆する保留変化演出を実行する演出実行手段と、
前記保留変化演出の発生を予告する保留変化予告を実行する予告実行手段と、
を備え、
　前記保留変化予告は、前記予告画像の種類が段階的に変化していくものであり、最終的
に表示される予告画像の種類により、前記保留変化演出にて変化した後の前記保留図柄の
種類が示唆されることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　保留図柄の態様により、対応する当否判定結果が当たりとなる蓋然性（当たり信頼度）
が示唆される遊技機が公知である（例えば、下記特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１９－５５０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、保留図柄を用いて遊技の趣向性を向上させることが
可能な遊技機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するためになされた本発明にかかる遊技機は、対応する当否判定結果の
報知が完了していない当否判定情報が存在することを保留図柄として表示する表示手段と
、前記保留図柄の種類を変化させることにより、当該保留図柄に対応する当否判定結果が
当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆する保留変化演出を実行する演出実行手段と、
前記保留変化演出の発生を予告する保留変化予告を実行する予告実行手段と、を備え、前
記保留変化予告は、前記予告画像の種類が段階的に変化していくものであり、最終的に表
示される予告画像の種類により、前記保留変化演出にて変化した後の前記保留図柄の種類
が示唆されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明にかかる遊技機によれば、保留図柄を用いて遊技の趣向性を向上させることが可
能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本実施形態にかかる遊技機の正面図である。
【図２】表示領域に表示された識別図柄および保留図柄を示した図である。
【図３】保留要素減少演出（保留要素減少演出の第一具体例）を説明するための図である
。
【図４】保留要素減少演出（保留要素減少演出の第一具体例）を説明するための図（図３
の続き）である。
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【図５】保留要素減少演出の第二具体例を説明するための図である。
【図６】保留要素減少演出の第三具体例を説明するための図である。
【図７】保留要素減少演出の第四具体例を説明するための図である。
【図８】保留要素減少演出の第五具体例を説明するための図である。
【図９】保留要素減少演出の第六具体例を説明するための図である。
【図１０】保留要素減少演出の第七具体例を説明するための図である。
【図１１】保留要素減少演出の第八具体例を説明するための図である。
【図１２】保留要素減少演出の第九具体例を説明するための図である。
【図１３】保留要素減少演出の第十具体例を説明するための図である。
【図１４】保留変化予告の予告画像の種類および当該保留変化予告の対象となる保留変化
演出に対応する保留図柄の種類を示した図である。
【図１５】保留変化予告を説明するための図（その一）である。
【図１６】保留変化予告を説明するための図（その二）である。
【図１７】保留変化予告の第一具体例を説明するための図である。
【図１８】保留変化予告の第三具体例を説明するための図（その一）である。
【図１９】保留変化予告の第三具体例を説明するための図（その二）である。
【図２０】保留変化予告の第五具体例を説明するための図（その一）である。
【図２１】保留変化予告の第五具体例を説明するための図（その二）である。
【図２２】保留変化予告の第六具体例を説明するための図（その一）である。
【図２３】保留変化予告の第六具体例を説明するための図（その二）である。
【図２４】第一位置に位置する可動部材と第二位置に位置する可動部材を示した図である
。
【図２５】可動演出（特定リーチ演出）の概要を説明するための図である。
【図２６】可動演出の第一具体例を説明するための図である。
【図２７】可動演出の第二具体例を説明するための図（その一）である。
【図２８】可動演出の第二具体例を説明するための図（その二）である。
【図２９】可動演出の第二具体例を説明するための図（その三）である。
【図３０】可動演出の第三具体例を説明するための図である。
【図３１】可動演出の第四具体例を説明するための図である。
【図３２】可動演出の第五具体例を説明するための図である。
【図３３】可動演出の第六具体例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
１）遊技機の基本構成
　以下、本発明にかかる遊技機１（ぱちんこ遊技機）の一実施形態について図面を参照し
て詳細に説明する。まず、図１を参照して遊技機１の全体構成について簡単に説明する。
なお、以下の説明において画像というときは、静止画だけでなく、動画を含むものとする
。
【０００９】
　遊技機１は遊技盤９０を備える。遊技盤９０は、ほぼ正方形の合板により成形されてお
り、発射装置９０８（発射ハンドル）の操作によって発射された遊技球を遊技領域９０２
に案内する通路を構成するガイドレール９０３が略円弧形状となるように設けられている
。
【００１０】
　遊技領域９０２には、表示装置９１、始動領域９０４、大入賞口９０６、アウト口など
が設けられている。表示装置９１の表示領域９１１は、遊技盤９０に形成された開口９０
１を通じて視認可能な部分である。また、遊技領域９０２には、流下する遊技球が衝突す
ることにより遊技球の流下態様に変化を与える障害物としての遊技釘が複数設けられてい
る。遊技領域９０２を流下する遊技球は、遊技釘に衝突したときの条件に応じて様々な態
様に変化する。
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【００１１】
　このような遊技機１では、発射装置９０８を操作することにより遊技領域９０２に向け
て遊技球を発射する。遊技領域９０２を流下する遊技球が、始動領域９０４や大入賞口９
０６等の入賞口に入賞すると、所定の数の賞球が払出装置により払い出される。
【００１２】
　なお、遊技機１の枠体、遊技球を貯留する下皿や上皿など、本発明に関係のない遊技機
１の構成要素は説明を省略する。これらについては公知の遊技機と同様の構造のものが適
用できる。
【００１３】
　大当たりの抽選は、図示されない制御基板に設けられた当否判定手段が始動領域９０４
への遊技球の入賞を契機として実行する。本実施形態では、始動領域９０４として、第一
始動領域９０４ａ（いわゆる「特図１」の始動領域）と第二始動領域９０４ｂ（いわゆる
「特図２」の始動領域）が設けられている。始動領域９０４への遊技球の入賞を契機とし
て乱数源から数値（当否判定情報）が取得され、当該数値が予め定められた大当たりの数
値と同じである場合には大当たりとなり、異なる場合にははずれとなる。本実施形態では
、当該数値が取得された順に当否判定結果の報知が開始される（いわゆる変動が開始され
る）こととなるが、未だ当否判定結果の報知が完了していない当否判定情報が存在する場
合には、新たに取得された当否判定情報は保留情報として図示されない制御基板に設けら
れた記憶手段に記憶される。記憶手段に保留情報が記憶されていることは、保留図柄１０
として表示される。つまり、保留図柄１０は、対応する当否判定結果の報知が完了してい
ない当否判定情報の存在を示す。
【００１４】
　本実施形態では、保留図柄１０として、当否判定結果を報知する報知演出（識別図柄８
０（識別図柄群８０ｇ）の変動開始から、当否判定結果を示す組み合わせで完全に停止す
るまでの演出、いわゆる一変動中分の演出をいう）は開始されているものの、当否判定結
果の報知は完了していない当否判定情報（以下、変動中保留情報と称することもある）に
対応する変動中保留図柄１１（いわゆる「当該変動保留」の存在を示す図柄）と、当否判
定結果を報知する報知演出が開始されていない当否判定情報（以下、変動前保留情報と称
することもある）に対応する変動前保留図柄１２が表示される（図２参照）。本実施形態
では、変動中保留図柄１１と変動前保留図柄１２の基本的な形態は同じであり、両者を区
別するために変動中保留図柄１１の方が変動前保留図柄１２よりも大きく表示される。変
動中保留図柄１１と変動前保留図柄１２の基本的な形態が全く異なるものとしてもよい。
また、変動中保留図柄１１が表示されない構成としてもよい。なお、変動前保留図柄１２
に対応する当否判定結果の報知が完了する順番（いわゆる保留「消化順」）は、右に位置
するものほど早い。
【００１５】
　変動前保留情報の最大の記憶数は上限が決められている。本実施形態では、第一始動領
域９０４ａに入賞することによって得られる第一変動前保留情報（特図１保留）の最大の
記憶数は四つであり、第二始動領域９０４ｂに入賞することによって得られる第二変動前
保留情報（特図２保留）の最大の記憶数は四つである。したがって、特図１および特図２
の一方に相当する保留図柄１０に関していえば、一つの変動中保留図柄１１と、最大四つ
の変動前保留図柄１２が表示されることがある（図２参照）。
【００１６】
　本実施形態では、公知の遊技機と同様に、表示装置９１の表示領域９１１に表示される
識別図柄８０（図２参照）の組み合わせによって当否判定結果を遊技者に報知する。具体
的には、複数種の識別図柄８０を含む識別図柄群８０ｇ（左識別図柄群８０ｇＬ、中識別
図柄群８０ｇＣ、右識別図柄群８０ｇＲ）が変動を開始し、最終的に各識別図柄群８０ｇ
から一の識別図柄８０が選択されて停止する。大当たりに当選している場合には各識別図
柄群８０ｇから選択されて停止した識別図柄８０の組み合わせは所定の組み合わせ（例え
ば、同じ識別図柄８０の三つ揃い）となる。はずれである場合にはそれ以外（大当たりと
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なる組み合わせ以外）の組み合わせとなる。識別図柄８０は、数字とキャラクタ等が組み
合わされたものとしてもよい。
【００１７】
　本実施形態では、遊技状態として、通常遊技状態と特別遊技状態が設定されている。特
別遊技状態は、通常遊技状態に比して遊技者に有利な遊技状態である。通常遊技状態は、
大当たりに当選する確率が低い低確率遊技状態であり、かつ、始動領域９０４に遊技球が
入賞しにくい低ベース状態（低確率・時短無）である。特別遊技状態としては、第一特別
遊技状態と第二特別遊技状態が設定されている。第一特別遊技状態は、大当たりに当選す
る確率が高い高確率遊技状態であり、かつ、始動領域９０４に遊技球が入賞しやすい高ベ
ース状態（高確率・時短有）である。第二特別遊技状態は、大当たりに当選する確率が低
い低確率遊技状態であり、かつ、始動領域９０４に遊技球が入賞しやすい高ベース状態（
低確率・時短有）である。通常遊技状態においては、遊技者は、第一始動領域９０４ａを
狙って遊技球を発射させる。本実施形態では、いわゆる「左打ち」を行う。特別遊技状態
は、第二始動領域９０４ｂを狙って遊技球を発射させる。本実施形態では、いわゆる「右
打ち」を行う。特別遊技状態は、普通始動領域９０５に遊技球が進入することを契機とし
た第二始動領域９０４ｂの開放抽選に当選しやすい状態であるため、比較的容易に第二始
動領域９０４ｂに遊技球が入賞する。なお、遊技状態の移行に関する設定はどのようなも
のであってもよいから説明を省略する。また、上記のような遊技状態が設定されているこ
とはあくまで一例である。
【００１８】
２）保留演出
　以下、本実施形態にかかる遊技機１が実行可能な保留演出（予告）について説明する。
なお、以下で説明する保留演出のいずれかのみ実行可能な構成としてもよい。
【００１９】
２－１）保留要素減少演出
　保留要素減少演出は、保留図柄１０の態様が事前態様１０ａから事後態様１０ｂに変化
する演出である。なお、当該事前態様１０ａおよび事後態様１０ｂのいずれも、通常態様
とは異なる特殊態様の一種である。保留図柄１０は図柄要素を含むものである。なお、当
該図柄要素は、保留要素減少演出専用のものであってもよいし、当該演出が発生しないと
きにも設定される場合があるものであってもよい。図柄要素は、保留図柄１０を構成する
ものであって、遊技者に視認される要素であればよい。本実施形態における図柄要素は「
色」である。本実施形態では、図柄要素として、「青色」の第一要素、「赤色」の第二要
素が設定されている（なお、各図においては「色」を文字で示す）。詳細は後述するが、
第一要素よりも第二要素の方が、対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性（以下、
（大当たり）信頼度と称することもある）が高いことを示す。
【００２０】
　事前態様１０ａは、第一要素および第二要素を含む。つまり、二種の図柄要素を含む。
本実施形態における事前態様１０ａは、全体が丸形状を呈するものが二つの領域（以下、
各領域を第一分割部１０１、第二分割部１０２とする）に分割された基本形態を有し、分
割された一方の領域である第一分割部１０１が第一要素、他方の領域である第二分割部１
０２が第二要素であるものである（図３（ａ）（ｂ）参照）。本実施形態では、上下に二
分されており、上側が第一分割部１０１（第一要素）、下側が第二分割部１０２（第二要
素）である。当該分割の形態はあくまで一例である。例えば、左右に分割されたもの、斜
めに分割されたものであってもよい。また、全体を丸形状とするのもあくまで一例である
。
【００２１】
　本実施形態では、保留要素減少演出の対象となるかどうかは、始動入賞領域に遊技球が
入賞した時点で決まる。つまり、保留要素減少演出の対象となる保留図柄１０は、表示当
初から事前態様１０ａとされる。したがって、入賞した時点から、事前態様１０ａの保留
図柄１０が保留要素減少演出の対象であることが分かる。ただし、通常態様の保留図柄１
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０が事前態様１０ａに変化することがあってもよい。この場合には、通常態様から事前態
様１０ａへの変化を契機として、当該保留図柄１０が保留要素減少演出の対象であること
が分かる。
【００２２】
　保留要素減少演出では、保留図柄１０が事前態様１０ａにあるときにおける少なくとも
一部の期間において煽り演出が発生する。煽り演出は、第一分割部１０１（第一要素）お
よび第二分割部１０２（第二要素）の一方が大きくなりつつ他方が小さくなることが交互
に生じるものである（図３（ｂ）の破線枠囲み部分参照）。換言すれば、第一分割部１０
１と第二分割部１０２を区切る部分（線状の画像）が、上下に動くような態様の演出であ
る。当該線状の画像が上に移動すれば第二分割部１０２が、下に移動すれば第一分割部１
０１が大きくなる。このような煽り演出が発生することにより、遊技者は、第一分割部１
０１（第一要素）および第二分割部１０２（第二要素）が互いに自らを大きくしているか
のように見える。より具体的には、第一要素および第二要素を含む保留図柄１０が、一方
の要素のみを含む態様に変化しそうになっているように見える。
【００２３】
　このような事前態様１０ａ（煽り演出）を経て、事後態様１０ｂに変化する。事後態様
１０ｂは、一種の図柄要素を含むものである。つまり、保留図柄１０は、第一要素および
第二要素のうちの一方を含むものに変化する。事前態様１０ａが含んでいた第一要素（第
一分割部１０１）および第二要素（第二分割部１０２）のうちの一方が無くなる（消滅す
る）変化であるということもできる。したがって、保留要素減少演出の結末としては、第
一要素を含む事後態様１０ｂになる結末（以下、第一結末と称することもある）（図４（
ａ）参照）と、第二要素を含む事後態様１０ｂになる結末（以下、第二結末と称すること
もある）（図４（ｂ）参照）が発生することになる。
【００２４】
　第一結末となる場合よりも、第二結末となる場合の方が、遊技者に有利なものとして設
定されている。すなわち、第一要素を含む事後態様１０ｂ（「青」の保留図柄１０）（図
４（ａ）参照）となる場合よりも、第二要素を含む事後態様１０ｂ（「赤」の保留図柄１
０）（図４（ｂ）参照）となる場合の方が、対応する当否判定結果の大当たり信頼度は高
い。つまり、保留要素減少演出は、事後態様１０ｂ時（煽り演出時）にて第二要素を含む
事後態様１０ｂとなることを遊技者が願う演出である。ただし、本実施形態では、第一結
末となった場合、すなわち、第一要素を含む事後態様１０ｂとなった場合であっても、通
常態様の保留図柄１０である場合よりも、対応する当否判定結果が大当たりとなることに
期待がもてる、すなわち大当たり信頼度が高い設定である。したがって、事前態様１０ａ
の保留図柄１０が表示された時点で、当該保留図柄１０に対応する当否判定結果が大当た
りとなることに期待がもてることになる（事前態様１０ａの保留図柄１０は通常態様より
も期待がもてる「チャンス保留」である）。
【００２５】
　以下、上記保留要素減少演出に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について
説明する。なお、可能な限りにおいて、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合
わせて適用した構成としてもよい。
【００２６】
〇第一具体例
　保留要素減少演出において、対象の保留図柄１０が変動前保留図柄１２である段階にお
いては当該対象の保留図柄１０は事前態様１０ａにあり（図３参照）、変動中保留図柄１
１である段階となってはじめて事後態様１０ｂとなる（図４参照）構成とする。すなわち
、対象の保留図柄１０が事後態様１０ｂとなって当たり信頼度が判明するのは変動中保留
図柄１１となってから（いわゆる「当該変動」となってから）である構成とする。このよ
うにすることで、保留要素減少演出を分かりやすくなる。
【００２７】
〇第二具体例



(7) JP 2021-69512 A 2021.5.6

10

20

30

40

50

　対象の保留図柄１０が事前態様１０ａ（図５（ａ）参照）から第一要素を含む事後態様
１０ｂ（第一結末）（図５（ｂ）参照）となった後、第二要素を含む態様に変化する（図
５（ｃ）参照）可能性がある構成とする。換言すれば、一旦は遊技者にとっては好ましく
ない態様（第一要素を含む態様）となった後、それが覆されて遊技者にとって好ましい態
様（第二要素を含む態様）に変化する場合があるということである。このようにすること
で、演出の趣向性を向上させることが可能である。
【００２８】
　なお、対象の保留図柄１０が事前態様１０ａから第二要素を含む事後態様１０ｂ（第二
結末）となった後、第一要素を含む態様に変化する可能性がある構成とすることは好まし
くない。当該変化は遊技者にとって有利な方向への変化ではないからである。
【００２９】
〇第三具体例
　事前態様１０ａの保留図柄１０が、遊技者にとって有利な第二結末となる蓋然性を示唆
する構成とする。具体的には、事前態様１０ａが含む要素（示唆要素）が、当該蓋然性を
示唆するものとする。例えば、第一分割部１０１と第二分割部１０２を区画する部分（線
状の画像）が示唆要素として設定された構成とすることが考えられる。示唆要素として第
一示唆要素１９１（図６（ａ）参照）、第二示唆要素１９２（図６（ｂ）参照）、第三示
唆要素１９３（図６（ｃ）参照）が設定されたものとする。各示唆要素の違いはどのよう
なものであってもよい。例えば、第一示唆要素１９１、第二示唆要素１９２、第三示唆要
素１９３の順で「線」が太くなる（第三示唆要素１９３が最も太い）ものとする。そして
、第一示唆要素１９１、第二示唆要素１９２、第三示唆要素１９３の順で、第二結末とな
る蓋然性が高い（第三示唆要素１９３である場合が最も高い）設定とする（図６参照）。
【００３０】
　保留要素減少演出は、事前態様１０ａにて示される複数の図柄要素により、将来的に変
化する候補の態様（事後態様１０ｂ）を示す演出であるといえる。これを踏まえ、遊技者
に有利な態様の選ばれやすさを示唆要素で示唆することで、演出の趣向性をさらに向上さ
せることが可能である。また、事前態様１０ａは、複数の分割部を有するものであるから
、各分割部を区画する要素（本例でいう線状の画像）が必須であるといえる。本例は、当
該必須の要素を、有利な結末となる蓋然性を示唆する要素としても利用したものであると
いえる。
【００３１】
　図示しないが、「煽り演出」の態様により、有利な結末となる蓋然性が示唆される構成
としてもよい。煽り演出は、第一分割部１０１と第二分割部１０２を区切る部分（線状の
画像）が、上下に動くような態様の演出であるところ、当該線状の画像の動きが速いほど
（または遅いほど）、遊技者に有利な結末となる蓋然性が高い構成とすることが考えられ
る。また、当該線状の画像の動きが大きいほど（または小さいほど）、遊技者に有利な結
末となる蓋然性が高い構成とすることが考えられる。
【００３２】
〇第四具体例
　事前態様１０ａを構成する図柄要素の組み合わせが一定ではない構成とする。例えば、
図柄要素として、上述した第一要素（青）、第二要素（赤）に加え、第三要素（金）が設
定されているものとする。つまり、図柄要素となりうる候補の数（三つ）が、事前態様１
０ａの分割部の数（二つ）よりも多い構成とする。このようにすることで、事前態様１０
ａを構成する図柄要素の組み合わせは、「第一要素と第二要素」（図７（ａ）参照）、「
第一要素と第三要素」（図７（ｂ）参照）、「第二要素と第三要素」（図７（ｃ）参照）
といったように三種類発生しうることになる。仮に、第一要素よりも第二要素の方が大当
たり信頼度が高く、第二要素よりも第三要素の方が大当たり信頼度が高い設定とするので
あれば、「第二要素と第三要素」を含む事前態様１０ａとなることが遊技者にとって最も
有利な組み合わせということになる。当該組み合わせの事前態様１０ａとなった場合、事
後態様１０ｂが第一要素を含むものとなることはなく、第二要素および第三要素のいずれ
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かを含むものとなることが確定するからである。
【００３３】
〇第五具体例（第四具体例を発展させた例）
　事前態様１０ａを構成する図柄要素の種類が、途中で（事前態様１０ａの段階で）変化
しうる構成とする。例えば、事前態様１０ａを構成する図柄要素の組み合わせが「第一要
素と第二要素」である状態（図８（ａ）参照）から、「第一要素と第三要素」に変化する
（図８（ｂ）参照）といったように、いずれかの分割部（分割部の一部であってもよいし
、分割部の全部であってもよい）の図柄要素が、信頼度が高まる方向に変化する場合があ
る構成とする。
【００３４】
　事前態様１０ａが含む図柄要素は、事後態様１０ｂの図柄要素の「候補」を示すもので
あるから、当該「候補」の図柄要素が、信頼度が高まる方向に変化する場合がある構成と
することで、事前態様１０ａに対する遊技者の注目の度合を高めることが可能となる。
【００３５】
〇第六具体例
　事前態様１０ａが、三種以上の図柄要素（三つ以上の分割部）を含むものとしてもよい
。図９に示す事前態様１０ａは、三種の図柄要素を含む（第一分割部１０１、第二分割部
１０２に加え、第三分割部１０３を含む）ものである。事後態様１０ｂは、事前態様１０
ａが含む三種以上の図柄要素のうちのいずれか一種を含むものとされる（図９参照）。遊
技者の視点で言えば、将来的に事後態様１０ｂとなる候補が三種以上示されるということ
である。事前態様１０ａを構成する図柄要素の数がＮ個であるとすれば、そこからＮ－１
個の図柄要素が無くなることにより、事後態様１０ｂに変化することになる。
【００３６】
　事前態様１０ａに含まれる図柄要素の数は一定でなくてもよい。例えば、上記実施形態
のように二種の図柄要素を含む事前態様１０ａとされる場合もあれば、三種の図柄要素を
含む事前態様１０ａとされる場合や、四種の図柄要素を含む事前態様１０ａとされる場合
もある構成とする。
【００３７】
〇第七具体例（第六具体例を発展させた例）
　第六具体例にて説明した通り、事前態様１０ａが三種以上の図柄要素を含むものとする
。事前態様１０ａから事後態様１０ｂに一気に変化するのではなく、段階的に変化する場
合がある構成とする。具体的には、事前態様１０ａである状態から、図柄要素の数が減少
する事象（以下、減少事象と称する）が複数回発生することを経て、事後態様１０ｂに至
る場合がある構成とする。
【００３８】
　例えば、事前態様１０ａが三種の図柄要素を含むものとする（図１０（ａ）参照）。こ
こから、まず一つの図柄要素が無くなる現象事象（一回目の減少事象）が発生する。つま
り、二種の図柄要素を含む状態となる（図１０（ｂ）参照）。その後、二種の図柄要素の
うちの一つが無くなる現象事象（二回目の減少事象）が発生する。これにより、一種の図
柄要素を含む状態、すなわち事後態様１０ｂに至る（図１０（ｃ）参照）。
【００３９】
　このような構成とすることで、事後態様１０ｂを予測しつつ楽しむことができる。つま
り、途中（減少事象）で無くなった図柄要素は事後態様１０ｂを構成する要素の候補から
除外されたということであるから、大当たり信頼度の低い図柄要素が途中で無くなること
に遊技者が期待するという遊技性を実現することが可能である。
【００４０】
〇第八具体例
　報知演出を構成する演出として特定演出が発生するものとする。特定演出の発生は、対
象の当否判定結果が大当たりとなる蓋然性が高まったこと（大当たりに近づいたこと）を
示すものである。例えば、いわゆるリーチ演出（リーチの成立）が特定演出として設定さ
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れているものとする。上記実施形態のように、三つの識別図柄８０（識別図柄群８０ｇ）
が設定されているのであれば、三つの識別図柄８０のうちの二つが同じ識別図柄８０とな
り（当該二つの識別図柄８０がリーチを構成する識別図柄８０である）、残りの識別図柄
８０がリーチを構成する識別図柄８０と同じとなった場合に当たりとなる態様が「リーチ
」である。大当たりとなる場合には必ずリーチが成立することになるため、当該リーチの
成立は大当たりとなるための必要条件であるといえる。
【００４１】
　保留要素減少演出が第二結末となる場合、すなわち第二要素を含む事後態様１０ｂとな
る場合（図１１（ｂ－２）参照）には、リーチ演出が発生する（リーチが成立する）こと
が確定する（図１１（ｃ－２）参照）ようにする。一方、保留要素減少演出が第一結末と
なる場合、すなわち第一要素を含む事後態様１０ｂとなる場合（図１１（ｂ－１）参照）
には、リーチ演出が発生する（リーチが成立する）とは限らない設定とする（リーチが不
成立となる可能性がある設定とする）（図１１（ｃ－１）参照）。上述した通り、第二結
末は第一結末に比して遊技者に有利な結末（大当たり信頼度が高い結末）であるから、第
二結末は大当たりに近づくリーチの成立が確定し、第一結末はリーチが成立するとは限ら
ない設定とする。
【００４２】
　ただし、第一結末となった場合、すなわち第一要素を含む事後態様１０ｂとなったとき
にリーチが成立した場合（特定演出が発生した場合）（図１１（ｃ－１）参照）には、対
応する当否判定結果が大当たりとなることが確定するものとする。すなわち、第一結末は
第二結末に比して不利な結末であり、リーチが成立するとは限らない設定であるものの、
リーチが成立した場合には大当たり確定という遊技者にとって最も喜ばしい結果となるも
のである（リーチが成立することを前提とすれば、第二結末よりも第一結末の方が遊技者
にとって有利な結末といえる）。このようにすることで、第一結末となった場合には、特
定演出の発生に期待するという面白みのある遊技性を実現することができる。逆の見方を
すれば、第二結末は、とりあえずリーチ成立が確定するという「安心感」を遊技者に与え
るものであるといえる。
【００４３】
〇第九具体例
　上記実施形態は、事前態様１０ａの保留図柄１０が表示された場合、当該保留図柄１０
は事後態様１０ｂに変化する（第一結末または第二結末に至る）ことを説明したが、事後
態様１０ｂに変化しないこと（対象の保留図柄１０が消去される、すなわち当該保留図柄
１０に対応する当否判定結果の報知が完了するまで事前態様１０ａのままであること）が
発生しうるようにしてもよい。
【００４４】
　事前態様１０ａの保留図柄１０が事後態様１０ｂに変化しない場合には、当該保留図柄
１０に対応する当否判定結果（対象当否判定結果）が必ずはずれとなるように設定する（
大当たりとなることがない設定とする）ことが考えられる。このようにすれば、事前態様
１０ａが事後態様１０ｂに変化するということが、対象当否判定結果が大当たりとなる可
能性を残す大前提となる。したがって、事前態様１０ａの保留図柄１０が表示された場合
、遊技者はまずは事後態様１０ｂに変化すること（大当たりの可能性がある状況になるこ
と）を願い、事後態様１０ｂに変化する場合にはより信頼度の高い図柄要素を含むものに
変化することを願うという遊技性を実現することが可能となる。
【００４５】
　なお、本例とは逆の設定とすること、すなわち事前態様１０ａの保留図柄１０が表示さ
れたものの、当該保留図柄１０が事後態様１０ｂに変化しない場合には、当該保留図柄１
０に対応する当否判定結果が大当たりとなる可能性がある設定とすることを否定するわけ
ではない。また、事前態様１０ａの保留図柄１０が表示されたものの、当該保留図柄１０
が事後態様１０ｂに変化しない場合には、対応する当否判定結果が大当たりとなることが
確定する設定とすることも考えられる。つまり、事前態様１０ａが事後態様１０ｂに変化
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することが普通であり、事後態様１０ｂに変化しないことがいわゆるプレミア演出として
設定されたものとする。
【００４６】
〇第十具体例
　同じ種類の図柄要素を含む事前態様１０ａが表示される場合がある構成とする。例えば
、第一分割部１０１および第二分割部１０２の両方が第二要素である事前態様１０ａが表
示される場合（図１３（ａ）参照）があるものとする。このような事前態様１０ａとなっ
た場合、必ず、事後態様１０ｂは第二要素を含むものとなる（図１３（ｂ）参照）。なお
、このように同じ種類の図柄要素を含む事前態様１０ａ（本例のような事前態様１０ａ）
となる蓋然性は、互いに異なる種類の図柄要素を含む事前態様１０ａ（上記実施形態にて
説明した事前態様１０ａ）となる蓋然性よりも発生頻度が低く設定されるとよい。つまり
、本例のような事前態様１０ａとなることはイレギュラーな事象として設定されるとよい
。このように遊技者が想定していない事象（同じ種類の図柄要素を含む事前態様１０ａが
表示される事象）が発生する場合があるようにすることで、保留要素減少演出の趣向性を
向上させることが可能である。
【００４７】
２－２）保留変化予告（保留変化予告の対象となる保留変化演出）
　保留変化予告は、保留図柄１０の態様の変化、すなわち保留変化演出の発生を予告する
もの（予告する演出）である。保留変化演出自体は公知であるから詳細な説明を省略する
。通常態様の保留図柄１０（以下、保留変化予告の説明において通常保留図柄２０と称す
ることもある）とは異なる特殊態様の保留図柄１０（以下、保留変化予告の説明において
特殊保留図柄と称することもある）の種類（態様の候補）として、第一特殊保留図柄２１
、第二特殊保留図柄２２、第三特殊保留図柄２３、第四特殊保留図柄２４の四種類が設定
されている（図１４の左側参照）。第一特殊保留図柄２１～第四特殊保留図柄２４は、通
常保留図柄２０が有していない「色」の要素を含むものである。具体的には、第一特殊保
留図柄２１は「青」、第二特殊保留図柄２２は「緑」、第三特殊保留図柄２３は「赤」、
第四特殊保留図柄２４は「金」の要素を含む。特殊保留図柄に対応する当否判定結果（対
象当否判定結果）の大当たり信頼度は、当該順で高くなる（第四特殊保留図柄２４が最も
高い）ものとする。なお、特殊保留図柄の全ては、通常保留図柄２０よりも大当たり信頼
度が高い。
【００４８】
　保留変化予告は、表示領域９１１に予告画像３０が表示される予告（演出）である。予
告画像３０の種類（予告画像３０の態様の候補）として、第一予告画像３１、第二予告画
像３２、第三予告画像３３、第四予告画像３４の四種類が設定されている（図１４の右側
参照）。予告画像３０のそれぞれは、上記特殊保留図柄に対応づけられたものである。具
体的には、第一予告画像３１は第一特殊保留図柄２１に、第二予告画像３２は第二特殊保
留図柄２２に、第三予告画像３３は第三特殊保留図柄２３に、第四予告画像３４は第四特
殊保留図柄２４にそれぞれ対応づけられている。予告画像３０のそれぞれは、対応づけら
れた特殊保留図柄と同じ要素を含む。すなわち、第一予告画像３１は「青」、第二予告画
像３２は「緑」、第三予告画像３３は「赤」、第四予告画像３４は「金」の要素を含む。
なお、以下の説明において、対応する特殊保留図柄の信頼度の高低を、そのまま予告画像
３０の信頼度の高低として称することもある。すなわち、予告画像３０の信頼度は、第一
予告画像３１、第二予告画像３２、第三予告画像３３、第四予告画像３４の順で高い（第
四予告画像３４が最も高い）ものとする。
【００４９】
　本実施形態における保留変化予告では、表示領域９１１の外縁近傍に予告画像３０が表
示される（図１５等参照）。予告画像３０の具体的態様（予告画像３０が表すもの）はど
のようなものであってもよい。本実施形態では「銃」を模したかのような態様とされる（
「銃」の色が、予告画像３０の種類によって異なる）。当該「銃」の銃口が、予告対象の
保留図柄１０を向くように表示される。したがって、本実施形態では、予告対象の保留図
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柄１０を遊技者がおおよそ把握することができる。予告対象の保留図柄１０を他の保留図
柄１０と異ならせる（例えば、予告対象の保留図柄１０が光っているかのような態様とす
る）ことで、予告対象の保留図柄１０が明確に把握できるようにしてもよい。ただし、予
告対象の保留図柄１０を把握することができないようにすることを否定するわけではない
。また、本実施形態では、予告対象の保留図柄１０は変動中保留図柄１１である。ただし
、変動前保留図柄１２が予告対象の保留図柄１０となることがあってもよい。
【００５０】
　保留変化予告開始時点（図１５（ａ）に示す時点）における予告画像３０（以下、初期
画像と称することもある）の種類は特定のものに限定されるわけではない。初期画像とし
て第一予告画像３１～第四予告画像３４のいずれも表示されうる。予告画像３０の種類は
、報知演出が実行されている最中で変化する可能性がある。当該変化は、信頼度が高まる
方向への変化に限り発生しうる（図１５参照）。すなわち、第一予告画像３１が表示され
た状態であれば、第二予告画像３２～第四予告画像３４のいずれかへの変化が生じうる。
第二予告画像３２が表示された状態であれば、第三予告画像３３、第四予告画像３４のい
ずれかへの変化が生じうる。第三予告画像３３が表示された状態であれば、第四予告画像
３４への変化が生じうる。
【００５１】
　保留変化予告として表示された予告画像３０を用いた演出（以下、開始演出と称する）
の発生を契機として実際に保留図柄１０の態様の変化（以下、変化前の態様を変化前態様
と、変化後の態様を変化後態様と称する）が起こる（保留変化演出が発生する）。開始演
出は、保留図柄１０の態様を変化させることを示すような態様であれば、その具体的態様
はどのようなものであってもよい。具体的には、対象の保留図柄１０に対し、何らかの物
体等が作用したかのような画像が表示される。本実施形態では、予告画像３０である「銃
」から発射された「弾」（図１６（ａ）参照）が、対象の保留図柄１０に作用する（図１
６（ｂ）参照）ことで、当該保留図柄１０が変化前態様から変化後態様に変化する（図１
６（ｃ）参照）ことになる。
【００５２】
　ここで、変化後態様は、開始演出発生時に表示されている予告画像３０の種類に対応し
たものとされる。例えば、図１６に示すように、開始演出発生時に第三予告画像３３が表
示されているのであれば変化後態様は第三特殊保留図柄２３となる。図示しないが、第四
予告画像３４が表示されているのであれば変化後態様は第四特殊保留図柄２４となる。つ
まり、最終的に表示されている（開始演出発生時に表示されている）予告画像３０が高信
頼度のものであるほど、変化後態様の保留図柄１０が高信頼度のものとなるように設定さ
れているのであるから、保留変化予告においては予告画像３０がより高信頼度のものに変
化することを遊技者は願うことになる。なお、本実施形態では、変化前態様に関係なく、
予告画像３０に対応する変化後態様となる（変化前態様が通常保留図柄２０であっても特
殊保留図柄であっても、予告画像３０に対応する変化後態様となる）。
【００５３】
　本実施形態では、保留変化予告が開始されてから（最初に予告画像３０が表示されてか
ら）から開始演出が実行されるまでの時間が長くなるほど、予告画像３０が高信頼度のも
のになりやすい。したがって、保留変化予告が開始された場合には、遊技者は開始演出が
実行されないこと（「銃」から「弾」が発射されないこと）を願うことになる。保留変化
予告が開始されるタイミング、開始演出が実行されるタイミングは一定ではない。保留変
化予告が開始された後、リーチが成立し、リーチ演出中に開始演出が実行されることもあ
る。
【００５４】
　このように、本実施形態における保留変化予告は、予告画像３０の種類により保留変化
演出における変化後の保留図柄１０の態様が示唆されるという面白みのあるものである。
予告画像３０は信頼度が高まる方向に変化する可能性があるから、遊技者は当該変化に期
待することになる。
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【００５５】
　また、本実施形態では、保留変化予告が発生した場合、必ず保留変化演出が発生するよ
うに設定されている。このようにすることで、予告画像３０が高信頼度のものとなったに
も拘わらず、保留図柄１０の変化に繋がらず、遊技者が落胆してしまうことが防止される
。なお、このような設定とすると、予告画像３０の態様が実質的に保留図柄１０の変化後
態様と同じとなってしまい、保留図柄１０の態様が変化することの意味が薄れてしまう（
遊技者が保留図柄１０に注目しなくなる）状況となるおそれがあるといえる。しかし、保
留変化予告が発生した場合に必ず保留変化演出が発生することを遊技者が知らなければ（
保留図柄１０の態様が変化しない可能性があるのではないかと遊技者が感じれば）、予告
画像３０が示唆する通り保留図柄１０の態様が変化することを遊技者は願うことになるた
め、上記のような状況となるおそれは低い。
【００５６】
　以下、上記保留変化予告に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について説明
する。なお、可能な限りにおいて、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合わせ
て適用した構成としてもよい。
【００５７】
〇第一具体例
　上記実施形態では、保留図柄１０の変化後態様は、開始演出発生時に表示されている予
告画像３０の種類に対応したものとされることを説明したが、開始演出発生時に表示され
ている予告画像３０の種類に対応したもの、または、当該予告画像３０の種類に対応した
ものよりも信頼度が高いものとされるようにしてもよい。
【００５８】
　例えば、開始演出発生時に表示されている予告画像３０が第一予告画像３１であれば、
変化後態様は第一特殊保留図柄２１、第二特殊保留図柄２２、第三特殊保留図柄２３、第
四特殊保留図柄２４のいずれかとなる（図１７（イ））。同様に、予告画像３０が第二予
告画像３２であれば、変化後態様は第二特殊保留図柄２２、第三特殊保留図柄２３、第四
特殊保留図柄２４のいずれかとなり（図１７（ロ））、予告画像３０が第三予告画像３３
であれば、変化後態様は第三特殊保留図柄２３、第四特殊保留図柄２４のいずれかとなり
（図１７（ハ））、予告画像３０が第四予告画像３４であれば、変化後態様は第四特殊保
留図柄２４となる（図１７（ニ））。このようにすることで、信頼度の低い予告画像３０
が表示されているときであっても、変化後態様が高信頼度となることに期待できることに
なる。ただし、予告画像３０が高信頼度のものになるほど、変化後態様が低信頼度のもの
となる可能性が排除される（例えば、第三予告画像３３であれば、変化後態様が第一特殊
保留図柄２１や第二特殊保留図柄２２となる可能性は解除される）のであるから、遊技者
にとって喜ばしい状況であるといえる。
【００５９】
〇第二具体例
　保留変化予告における予告画像３０の種類の変化は、信頼度が一段階高まる変化に限ら
れるものとする。現在表示されているのが第一予告画像３１であれば第二予告画像３２へ
の変化に限定され、現在表示されているのが第二予告画像３２であれば第三予告画像３３
への変化に限定され、現在表示されているのが第三予告画像３３であれば第四予告画像３
４への変化に限定されるものとする。
【００６０】
　このようにすることで、予告画像３０が段階的に「ステップアップ」していくような予
告態様となる。予告画像３０の信頼度が一気に（複数段階）高まることはないから、予測
がしやすい予告となる。
【００６１】
〇第三具体例
　保留変化予告が発生しても実際に保留図柄１０の態様が変化する（保留変化演出が発生
する）とは限らない、すなわち予告画像３０が示唆する通りの変化後態様とはならない可
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能性がある設定とする。例えば、上述した開始演出（保留図柄１０の態様が変化するかも
しれないことを示す「煽り演出」）（図１８（ａ）参照）の結果として成功結果（図１８
（ｂ－１）参照）と失敗結果（図１８（ｂ－２）参照）が発生するものとし、成功結果と
なる場合は保留図柄１０は予告画像３０に対応する変化後態様となる（図１８（ｃ－１）
参照）一方、失敗結果となる場合には保留図柄１０は予告画像３０に対応する変化後態様
とはならない（図１８（ｃ－２）参照）ものとする。上記実施形態に則していえば、予告
画像３０としての「銃」から発射された「弾」が、対象の保留図柄１０に当たる結果が成
功結果（図１８（ｂ－１）参照）として、対象の保留図柄１０に当たらない結果が失敗結
果（図１８（ｂ－２）参照）として設定された構成とすることが考えられる。このように
することで、予告画像３０が高信頼度のものとなったとしても、当該予告画像３０に対応
した保留図柄１０に変化するとは限らないという遊技性を実現することができる。
【００６２】
　本例のようにする場合、開始演出が成功結果となる蓋然性が示唆されるようにしてもよ
い。当該示唆は、予告画像３０自体や、予告画像３０と一緒に表示される画像によりなさ
れるようにする。例えば、各種予告画像３０について、その大きさが変化しうるものとす
る。例えば、第四予告画像３４であっても、その大きさが異なる、第四予告画像３４（小
）（図１９（ａ）参照）、第四予告画像３４（中）（図１９（ｂ）参照）、第四予告画像
３４（大）（図１９（ｃ）参照）が設定されているものとする。そして、当該予告画像３
０の大きさが大きいほど、開始演出が成功結果となる蓋然性が高い、すなわち変化後態様
として第四特殊保留図柄２４が表示されるという結果に至る蓋然性が高い設定とする。こ
のようにすることで、保留変化予告をさらに面白みのあるものとすることができる。なお
、予告画像３０の大きさ（成功結果となる蓋然性を示唆する要素）は、途中で変化しうる
（大きくなるケースがある）ものとしてもよいし、一定であるものとしてもよい。
【００６３】
〇第四具体例
　保留変化予告の初期画像が第一予告画像３１に限定される構成とする。つまり、予告開
始当初から高信頼度の予告画像が表示されることはなく、最も低信頼度の予告画像３０で
ある第一予告画像３１が表示されるものとする。保留変化予告は、予告画像３０が高信頼
度のものに変化していくことが遊技者に喜びを与えるのであるから、初期画像が第一予告
画像３１に限定されるようにすることで、予告画像３０が変化する余地を大きくしておく
とよい。
【００６４】
　特に、上記実施形態のように、保留変化予告が発生した場合、必ず保留変化演出が発生
するように設定されているのであれば、初期画像が高信頼度の予告画像３０となると予告
開始時点で高信頼度の変化後態様となることが確定してしまい、予告の面白みが低下して
しまうおそれがあるともいえる。このようなおそれを低減するのであれば、本例のように
、最も低信頼度の予告画像３０（第一予告画像３１）が初期画像となるようにすることが
好ましいといえる。
【００６５】
〇第五具体例
　保留変化予告が、複数の報知演出（複数の「変動」）に跨って実行されることがある設
定とする。例えば、保留変化予告が、ある保留図柄１０（対象保留図柄Ｔ）を対象として
発生したものとする。当該対象保留図柄Ｔに対応する対象の報知演出中だけでなく、当該
対象保留図柄Ｔよりも先に表示された保留図柄１０（先の当否判定情報）に対応する一ま
たは複数の先の報知演出中に、保留変化予告が実行されるものとする（図２０（ａ）～（
ｃ）、図２１（ａ）参照）。すなわち、一または複数の先の報知演出と、対象の報知演出
とに跨るようにして、保留変化予告が発生しうるものとする。このように、公知の「先読
み演出（予告）」の一種として、保留変化予告が発生することがあるようにしてもよい。
【００６６】
　保留変化予告が先の報知演出中に終了する可能性がある（対象の報知演出が開始される
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よりも前に対象保留図柄Ｔが変化後態様に至る場合がある）ようにしてもよいし、保留変
化予告が終了するのは対象の報知演出中に限定される構成（対象保留図柄Ｔが変動中保留
図柄１１となって変化後態様となる構成）（図２１（ｂ）（ｃ）参照）としてもよい。後
者のようにすれば、対象の報知演出が開始されるよりも前に保留変化予告が終了してしま
うことはなくなる（少なくとも対象の報知演出が開始されるまでは必ず保留変化予告は継
続する）のであるから、対象の報知演出が開始されるよりも前に予告画像３０の信頼度が
できるだけ高くなることを遊技者が願う遊技性を実現することができる。
【００６７】
〇第六具体例
　保留変化予告の予告画像３０は、保留図柄１０が変化する段階（変化前態様と変化後態
様の信頼度のレベルの差）を示唆するものとする。例えば、変化前態様が通常保留図柄２
０であるとした場合、変化後態様が第一特殊保留図柄２１であれば一段階の変化であり、
変化後態様が第二特殊保留図柄２２であれば二段階の変化であり、変化後態様が第三特殊
保留図柄２３であれば三段階の変化であり、変化後態様が第四特殊保留図柄２４であれば
四段階の変化である（図２３参照）。別例を挙げると、変化前態様が第一特殊保留図柄２
１であり、変化後態様が第三特殊保留図柄２３であれば二段階の変化である。
【００６８】
　予告画像３０は、当該「段階」（の数）を示唆する要素を含むものとする。「段階」（
の数）を直接的に示す（明示する）ものとしてもよいし、間接的に示す（暗示する）もの
としてもよい。直接的に示す例としては上記「段階」（の数）を示す「数字」を含むもの
とすることが考えられる。すなわち、一段階の変化を示す第一予告画像３１、二段階の変
化を示す第二予告画像３２、三段階の変化を示す第三予告画像３３、四段階の変化を示す
第四予告画像３４が設定されたものとする（図２２参照）。最終的に（開始演出が実行さ
れたときに）表示されている予告画像３０が示す段階分、保留図柄１０の態様が変化する
（信頼度がアップする）（図２３参照）。
【００６９】
　図示しないが、間接的に示す例としては上記「段階」（の数）と、予告画像３０を構成
する要素（例えば、色や大きさ、形状等）が対応関係にあるものとすることが考えられる
。一例（「色」を用いた例）としては、一段階は「青」、二段階は「緑」、三段階は「赤
」、四段階は「金」の色の要素を含むものとすることが挙げられる。
【００７０】
　本例のようにすることで、対象の保留図柄１０の変化前態様にも注目する遊技性を実現
することができる。すなわち、保留図柄１０が変化する段階が同じであっても、変化前態
様が高信頼度のものであるほど変化後態様が高信頼度となるから、遊技者は対象の保留図
柄１０の変化前態様にも注目する。
【００７１】
３）可動演出
　本実施形態にかかる遊技機１は、可動部材４０（いわゆる可動役物）を備える。当該可
動部材４０を変位させる可動演出（可動部材４０と保留図柄１０の関係）について説明す
る。なお、上記保留演出を説明するための各図においては、可動部材４０を図示していな
い（省略してある）。可動部材４０は、第一位置（図２４（ａ）参照）および第二位置（
図２４（ｂ）参照）に位置することが可能なものである。本実施形態における可動部材４
０は、第一位置と第二位置との間を往復動作可能である。可動部材４０の原位置（常態で
の位置）は第一位置であり、所定条件成立を契機として（詳細は後述）第二位置に変位さ
せられる。なお、図示しないが、少なくとも可動部材４０の前面には装飾が構築されてお
り、可動部材４０が変位することで、当該装飾が変位したように見えることになる。
【００７２】
　本実施形態における可動部材４０は、第一位置では表示領域９１１の左側に（表示領域
９１１の左側縁に沿うように）位置し、第二位置では表示領域９１１の下側に（表示領域
９１１の下側縁に沿うように）位置する。表示領域９１１の下側縁は、保留図柄１０が表
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示される側の側縁である。表示領域９１１を略方形状と捉えれば、可動部材４０は、保留
図柄１０が表示される側の側縁と、当該側縁に直交する側縁（本実施形態のように下側縁
に沿って保留図柄１０が表示されるのであれば、左側縁または右側縁）との間を往復動作
可能なものである。また、可動部材４０は、表示領域９１１の平面方向に沿って変位する
ものであり、前後方向において可動部材４０は表示領域９１１よりも前側に位置する。遊
技者視点で言えば、可動部材４０は、表示領域９１１の左側縁および下側縁に沿うように
して平面方向に変位するものである。可動部材４０を変位させるための駆動機構（駆動源
および当該駆動源の動力を可動部材４０まで伝達する構造）はどのようなものであっても
よいから説明を省略する。
【００７３】
　上述した通り、表示領域９１１には保留図柄１０（変動中保留図柄１１および変動前保
留図柄１２）が表示される。第一位置に位置する可動部材４０は、変動中保留図柄１１お
よび変動前保留図柄１２のいずれにも重ならない（ここでいう「重ならない」は、前後方
向において重ならないことをいう。以下、単に「重なる」「重ならない」というときは、
前後方向での重畳の有無をいうものとする）（図２４（ａ）参照）。つまり、遊技者の視
点で言えば、変動中保留図柄１１および変動前保留図柄１２の両方は、可動部材４０に覆
われずに露出しているということである。可動部材４０は常態において第一位置に位置す
るのであるから、変動中保留図柄１１および変動前保留図柄１２は常態において露出して
いるということである。第一位置に位置する可動部材４０は、その一部または全部が表示
領域９１１に重なるものとしてもよいし、全く重ならないものであってもよい。
【００７４】
　第二位置に位置する可動部材４０は、変動中保留図柄１１には重ならないものの変動前
保留図柄１２には重なる（図２４（ｂ）参照）。すなわち、可動部材４０が第二位置に位
置するとき、変動中保留図柄１１の前側には可動部材４０が存在しないものの、変動前保
留図柄１２の前側には可動部材４０の一部が存在する。端的に言えば、変動中保留図柄１
１は可動部材４０に覆われずに露出し、変動前保留図柄１２は可動部材４０に覆われた状
態（視認困難または不可能な状態）にあるということである。なお、表示領域９１１に表
示される変動前保留図柄１２の数がどのようなものであっても、可動部材４０が第二位置
に位置するときには全ての変動前保留図柄１２が当該可動部材４０に覆われる。つまり、
第二位置に位置する可動部材４０は、最大数（本実施形態では四つ）の変動前保留図柄１
２が表示されている状態において、全ての変動前保留図柄１２を覆う範囲で表示領域９１
１に重なっているということである。
【００７５】
　なお、本実施形態における可動部材４０は、その形状（外形）を変化させないものであ
る。ただし、可動部材４０の形状（外形）が変化するものとしてもよい。例えば、第一位
置から第二位置に変化することに伴い、変動中保留図柄１１には重ならいものの、変動前
保留図柄１２には重なる形状に変化するものとしてもよい。
【００７６】
　可動部材４０は、所定条件の成立を契機として第一位置（原位置）から変位し、第二位
置に位置させられる。本実施形態では、特定リーチ演出の発生が所定条件の成立とされて
いる。つまり、特定リーチ演出が実行される前では第一位置に位置していた可動部材４０
（図２５（ａ）参照）が、特定リーチ演出が実行されている最中に第二位置に位置させら
れる（図２５（ｂ）参照）。なお、特定リーチ演出が実行されている期間の一部は可動部
材４０が第二位置に位置していない状態にあってもよい。例えば、特定リーチ演出が開始
されてから所定時間が経過した時点で可動部材４０が第二位置に到達するものであり、当
該時点よりも前の段階では可動部材４０が第二位置に位置していない構成としてもよい。
【００７７】
　特定リーチ演出は、その結末により当否判定結果が大当たりであるかどうかを示すもの
である。すなわち、いわゆる「スーパーリーチ演出」の一種である。複数種のスーパーリ
ーチ演出が実行可能であり、その一部のみが特定リーチ演出として設定された（可動部材
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４０が第二位置に位置させられる）ものとしてもよい。特定リーチ演出の具体的態様はど
のようなものであってもよい。特定リーチ演出の一例として、味方側キャラクタ（遊技者
側のキャラクタ）と敵側キャラクタが戦い、味方側キャラクタが勝利することが成功結末
（図２５（ｃ－１）参照）として、味方側キャラクタが敗北することが失敗結末（図２５
（ｃ－２）参照）として設定されたバトル演出（当否判定結果が大当たりの場合は成功結
末となり、はずれの場合は失敗結末となる）を挙げることができる。
【００７８】
　このような特定リーチ演出の発生を契機として、可動部材４０は第二位置に位置させら
れる。つまり、常態（特定リーチ演出が発生していない状態）においては変動中保留図柄
１１および変動前保留図柄１２の両方が可動部材４０に覆われずに露出している（図２５
（ａ）参照）ものの、特定リーチ演出が発生したときには変動前保留図柄１２が可動部材
４０に覆われる（変動中保留図柄１１は露出したまま）（図２５（ｂ）参照）ということ
である。
【００７９】
　特定リーチ演出の結末によって示されるのは、変動中保留図柄１１に対応する当否判定
結果である（変動前保留図柄１２に対応する当否判定結果ではない）。したがって、特定
リーチ演出が実行されている最中においては変動中保留図柄１１を目立たせる（強調する
）ため、変動前保留図柄１２を覆うようにする。本実施形態のように、保留図柄１０の態
様として大当たり信頼度が異なる複数種の態様が設定されている場合、注目すべきは変動
中保留図柄１１の態様である。すなわち、結末によって当否が示される特定リーチ演出が
発生したということは、ある程度大当たりに期待がもてる状況であるから、変動前保留図
柄１２（現在実行されている特定リーチ演出には関係のない当否判定結果に対応する保留
図柄１０）を覆い、遊技者が変動中保留図柄１１に注視する状態を作り出す。
【００８０】
　図示しないが、本実施形態では、特定リーチ演出が実行され、可動部材４０が第二位置
に位置している最中（図２５（ｂ）に示す状態）にて、大当たり信頼度が高まる方向に変
動中保留図柄１１の態様が変化する保留変化演出が発生する可能性もある。当該保留変化
演出は、いわゆるチャンスアップの演出であるといえる。このような保留変化演出が発生
する際に、変動前保留図柄１２は覆われた状態にあるから、変動中保留図柄１１の態様変
化がより「目立つ」ことになる。つまり、遊技者が変動中保留図柄１１の態様変化に気付
かないといった状況の発生が抑制される。
【００８１】
　可動部材４０は、少なくとも特定リーチ演出の結末（成功結末または失敗結末）が示さ
れるまでは第二位置に位置し続ける。つまり、対象の当否判定結果が判明するまでは、可
動部材４０を第二位置に位置させ変動中保留図柄１１を目立たせるようにする。本実施形
態では、特定リーチ演出の結末が示されることを契機として可動部材４０を第一位置に戻
す。特定リーチ演出の結末が示された段階に至ったときには遊技者は変動中保留図柄１１
にそれほど注目しないであろうから、可動部材４０を第一位置に戻す。
【００８２】
　特定リーチ演出の結末が示されている状態においては、保留図柄１０が表示されないよ
うにしてもよい。保留図柄１０が表示されなければ、可動部材４０を第二位置に位置させ
ておく意味はないから、特定リーチ演出が結末に至ることを契機として可動部材４０を第
一位置に戻せばよい（図２５（ｃ－１）（ｃ－２）参照）。ただし、これはあくまで一例
である。例えば、対象の当否判定結果についての報知演出が終了すること（識別図柄８０
の変動が完全に停止すること）を契機として可動部材４０を第一位置に戻すようにしても
よい。また、対象の当否判定結果が大当たりとなる場合とはずれとなる場合とでは、可動
部材４０を第一位置に戻すタイミングが異なるものとしてもよい。例えば、大当たりとな
る場合は成功結末となることを契機として可動部材４０を第一位置に戻し、はずれとなる
場合は次の当否判定結果についての報知演出（次変動）が開始されることを契機として可
動部材４０を第一位置に戻すようにする。
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【００８３】
　以下、上記可動演出に関する事項を改良、具体化、変形等した具体例について説明する
。なお、可能な限りにおいて、以下の具体例を用いて説明する技術を複数組み合わせて適
用した構成としてもよい。
【００８４】
〇第一具体例
　上記実施形態では、特定リーチ演出の発生を契機として可動部材４０を第一位置から第
二位置に変位させることを説明したが、可動部材４０を第一位置から第二位置に変位させ
る契機（可動部材４０を第二位置に位置させる契機）となる事象は種々考えられる。
【００８５】
　例えば、大当たり信頼度が高まる方向に変動中保留図柄１１の態様が変化するかもしれ
ないことを示す保留変化演出（以下、変動中保留変化演出と称する）が実行されている最
中（図２６（ｂ）（ｃ）参照）に、可動部材４０を第二位置に位置させることが考えられ
る。このようにすれば、演出の対象ではない変動前保留図柄１２が可動部材４０に覆われ
るため、演出の対象が変動中保留図柄１１であることが分かりやすくなる。なお、図示し
ないが、変動中保留変化演出は、変動中保留図柄１１の態様が変化しないという結果とな
りうるものであってもよい。
【００８６】
〇第二具体例
　上記実施形態では、第二位置に位置する可動部材４０は変動中保留図柄１１には重なら
ないものの変動前保留図柄１２には重なることを説明したが、その逆、すなわち第二位置
に位置する可動部材４０は変動前保留図柄１２には重ならないものの変動中保留図柄１１
には重なるものとしてもよい（図２７参照）。端的に言えば、第二位置に位置する可動部
材４０により変動中保留図柄１１が覆われるものの、変動前保留図柄１２は露出するもの
としてもよい。なお、図示しないが、可動部材４０が第一位置に位置するときには変動中
保留図柄１１および変動前保留図柄１２の両方とも露出する（上記実施形態と同様に可動
部材４０は変動中保留図柄１１および変動前保留図柄１２のいずれにも重ならない）。こ
れにより、変動前保留図柄１２が目立つ状態となる。例えば、以下のようなケースにおい
て、このような状態が設定される構成とすることが考えられる。
【００８７】
　一例としては、大当たり信頼度が高まる方向に変動前保留図柄１２の態様が変化するか
もしれないことを示す保留変化演出（以下、変動前保留変化演出と称する）が実行されて
いる最中（図２７（ｂ）（ｃ）参照）に、可動部材４０を第二位置に位置させることが考
えられる。このようにすれば、演出の対象ではない変動中保留図柄１１が可動部材４０に
覆われるため、演出の対象が変動前保留図柄１２であることが分かりやすくなる。なお、
図示しないが、変動前保留変化演出は、変動前保留図柄１２の態様が変化しないという結
果となってもよい。
【００８８】
　別例としては、報知演出の様式（モード）として、変動中保留図柄１１が隠されること
が常態とされる（可動部材４０が第二位置に位置することが常態とされる）様式が設けら
れているものとすることが考えられる。変動中保留図柄１１は、その態様により、現在実
行されている報知演出に対応する当否判定結果が大当たりとなる蓋然性を示唆するもので
あるところ、報知演出が実行されている期間のほとんどにおいて当該変動中保留図柄１１
が可動部材４０により隠された状態（視認困難または不可能な状態）とされる（図２８（
ａ）（ｃ）に示すような状態とされる）。そして、所定条件成立時に可動部材４０が第一
位置に変位し、変動中保留図柄１１が露出する（図２８（ｂ）（ｄ）参照）。つまり、所
定条件成立時に変動中保留図柄１１の態様を見て、当該変動中保留図柄１１が示す大当た
り信頼度を確認することができるようにする。このように、所定条件成立時に限り、変動
中保留図柄１１が露出してその態様を確認することが可能となるような報知演出の様式と
する場合に可動部材４０を利用することができる。なお、上記「所定条件」としては種々
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考えられる。例えば、遊技者が操作可能な操作手段７０（押しボタン等）（図１参照）が
設けられ、当該操作手段７０の操作が促される所定の操作演出にて、操作手段７０が操作
されることが所定条件の成立として設定された構成とすることが考えられる。このように
することで、遊技者の操作意欲の増大に資することになる。
【００８９】
　第二位置に位置する可動部材４０により、一の変動前保留図柄１２が覆われ、その他の
変動前保留図柄１２および変動中保留図柄１１は覆われないような態様としてもよい。つ
まり、露出する変動前保留図柄１２が一つに限定され、当該変動前保留図柄１２がより目
立つ態様としてもよい。例えば、可動部材４０がその形状（外形）を変化させることがで
きるようにし、露出させるべき変動前保留図柄１２に応じた形状となるように変化する。
換言すれば、変動前保留図柄１２を露出させるために設けられる領域の位置（可動部材４
０の全体に対する当該領域の位置）を変化させることができる可動部材４０の構造とする
。図２９に示した例の可動部材４０は、本体部４１および当該本体部４１に対して変位す
る可動片４２を有し、可動片４２を制御することで、露出する変動前保留図柄１２を一つ
に限定することができる構造である。当該例では、変動前保留図柄１２（最大四つ）のそ
れぞれに対応する可動片４２が設けられ、対応する変動前保留図柄１２を覆う場合は可動
片４２を本体部４１に対して突出させる一方、対応する変動前保留図柄１２を露出する場
合は可動片４２を原位置に位置させる（引っ込めた状態とする）。図２９に示すような可
動部材４０を採用することで、上述した変動前保留変化演出においては、複数の変動前保
留図柄１２が表示されている場合であっても、対象の変動前保留図柄１２（態様が変化す
るかもしれない変動前保留図柄１２）のみが露出した状態とすることもできる。
【００９０】
〇第三具体例
　上記実施形態にて説明した通り、可動部材４０が第二位置に位置しているときには、当
該可動部材４０に変動前保留図柄１２が覆われる（図３０（ｂ）参照）。その後、可動部
材４０が第一位置に戻り、変動前保留図柄１２が露出したとき、可動部材４０に覆われる
前の態様（図３０（ａ）に示す段階での態様）に比して信頼度が高まる方向に変動前保留
図柄１２の態様が変化する可能性があるものとする（図３０（ｃ）参照）。上記実施形態
に則していえば、特定リーチ演出の発生前後で、変動前保留図柄１２の態様が変化する可
能性があるものとする。可動部材４０を第二位置に位置させるのは、変動中保留図柄１１
を目立たせるためである。この際に変動前保留図柄１２が可動部材４０に覆われることを
利用し、変動前保留図柄１２の態様が変化する場合があるようにすることで、遊技をより
面白いものとすることができる。
【００９１】
　なお、このような変化が発生するのは、変動中保留図柄１１に対応する当否判定結果が
はずれとなる場合（特定リーチ演出が失敗結末となる場合）に限定することが好ましい（
図３０（ｃ）参照）。変動中保留図柄１１に対応する当否判定結果が大当たりとなる場合
はすぐに大当たり遊技が実行され、少なくとも大当たり遊技が終了しないと変動前保留図
柄１２に対応する当否判定結果についての報知演出が開始されないからである。すなわち
、変動中保留図柄１１に対応する当否判定結果がはずれとなる場合には、変動前保留図柄
１２に対応する当否判定結果についての報知演出がすぐに開始されるから、変動前保留図
柄１２の態様の変化に遊技者が注目することになる。
【００９２】
〇第四具体例
　特定リーチ演出の結末として、当否判定結果がはずれ（失敗結末）であるかのように見
せかけた後、実は当否判定結果が大当たり（成功結末）であることを示すような逆転結末
（逆転演出）が発生する場合があるものとする。失敗結末（図３１（ａ）→（ｂ－１）→
（ｃ－１））と逆転結末（図３１（ａ）→（ｂ－２）→（ｃ－２））は、ともに遊技者側
キャラクタが敗北したことを示すような画像が表示されるものであるという点で、途中ま
で（図３１（ａ）に示す段階）は見分けがつかない態様である。
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【００９３】
　これを前提とし、失敗結末時に可動部材４０が第一位置に戻るタイミング（第一位置に
向かって変位を開始する時点）と、逆転結末時に可動部材４０が第一位置に戻るタイミン
グを異ならせるものとする。例えば、失敗結末時には、遊技者側キャラクタが敗北したこ
とを示すような所定の画像が表示された時点で可動部材４０が第一位置に向かって変位を
開始するものとする（図３１（ａ）→（ｂ－１））。一方、逆転結末時には、失敗結末と
同様に遊技者側キャラクタが敗北したことを示すような所定の画像が表示された時点に到
達しても、可動部材４０が第一位置に向かって変位を開始せず、第二位置に位置したまま
とする（図３１（ａ）→（ｂ－２））。このようにすることで、所定の時点（所定の画像
が表示された時点）で可動部材４０が変位を開始しなければ、当否判定結果が大当たりと
なるということが確定する設定とすることができる。つまり、遊技者の視点で言えば、所
定の時点（所定の画像が表示された時点）で可動部材４０が変位を開始しないことを願う
遊技性を実現することができる。
【００９４】
　なお、逆転結末時に可動部材４０が第一位置に向かって変位を開始する時点は所定の画
像が表示された時点以降であればどの時点であってもよい。また、上記例とは逆の設定と
してもよい。すなわち、可動部材４０が第一位置に向かって変位を開始するタイミングが
、失敗結末時よりも、逆転結末時の方が早い設定とする。これにより、早く可動部材４０
が変位を開始することを遊技者が願う遊技性を実現することができる。このように、表示
領域９１１に表示されている画像からはいずれの結末であるのか見分けがつかない段階で
、失敗結末および逆転結末の一方である場合の方が、他方である場合よりも可動部材４０
が第一位置に向かって変位を開始するタイミングが早くなるようにすることで、可動部材
４０の変位の有無により逆転結末であるか否かをいち早く知ることができるという遊技性
が実現される。
【００９５】
〇第五具体例
　特定リーチ演出が実行される前後や、実行されている最中に可動部材４０が変位するこ
とになる。上述した通り、可動部材４０は、表示領域９１１における保留図柄１０が表示
される側の側縁（上記実施形態では下側縁）と、当該側縁に直交する側縁（上記実施形態
では左側縁）との間を往復動作可能なものである。つまり、対向する一方の側縁側から他
方の側縁側に変位する（例えば、上側縁と下側縁の一方側から他方側へ変位する）のでは
なく、直交する一方の側縁側から他方の側縁側に変位するものとされている。可動部材４
０の変位の態様をこのようにすることは、以下のような利点がある。
【００９６】
　例えば、可動部材４０とは別の可動部材（以下、別可動部材５０と称する）が設けられ
ているものとする（図３２参照）。当該別可動部材５０は、原位置と演出位置との間を往
復動作可能なものであるとする（変位に際し、その形態を変化させるものであってもよい
）。演出位置の方が、原位置よりも表示領域９１１の中央寄りであるとする。つまり、原
位置から演出位置に向かうにつれて別可動部材５０と表示領域９１１が重なる範囲は次第
に大きくなるような変位であるとする。また、第一位置や第二位置に位置する可動部材４
０が沿う側縁とは異なる側縁側が、別可動部材５０の原位置であるとする。上記実施形態
に則していえば、上側縁側または右側縁側が別可動部材５０の原位置であるとする。
【００９７】
　このような別可動部材５０は、特定リーチ演出が実行される前後や、実行されている最
中に原位置から演出位置に変位させられたり、演出位置から原位置に戻されたりするもの
とする。可動部材４０および別可動部材５０を、どのようなタイミングで変位させるとし
ても、両者が干渉することはない。つまり、可動部材４０が直交する一方の側縁側から他
方の側縁側に変位する（表示領域９１１を「横断」するように変位しない）ようにしてい
るため、可動部材４０と別可動部材５０との干渉を防止するためにこれらを変位させるタ
イミングが限定されるといったことはない。
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【００９８】
〇第六具体例
　第二位置に位置した可動部材４０の態様により、遊技者に有利な事象が発生する蓋然性
が示唆されるものとする。例えば、可動部材４０に発光部４５が設けられ、当該発光部４
５の発光態様（例えば発光色）により、特定リーチ演出が成功結末となる（すなわち大当
たりとなる）蓋然性が示唆されるものとする（図３３参照）。このように、可動部材４０
を大当たり信頼度の示唆にも利用することができる。つまり、可動部材４０は、変動前保
留図柄１２を覆う（変動中保留図柄１１を目立たせる）という機能だけでなく、大当たり
信頼度を示唆するという機能も発現することになる。特定リーチ演出に関係しない変動前
保留図柄１２を覆うために第二位置に位置させた可動部材４０を、特定リーチ演出の結末
（当否判定結果）の示唆にも利用するということである。
【００９９】
　また、図示しないが、遊技者に有利な事象として「信頼度が高まる方向に変動中保留図
柄１１の態様が変化すること」が設定された構成とすることも考えられる。第二位置に位
置する可動部材４０が変動中保留図柄１１を目立たせるものであることを踏まえ、当該可
動部材４０の態様（発光部４５の発光態様）により変動中保留図柄１１の態様変化が発生
する蓋然性が示唆されるものとする。このようにすることで、可動部材４０が第二位置に
位置することで目立つ状態とされる対象と、可動部材４０の態様（発光部４５の発光態様
）による示唆の対象がいずれも「変動中保留図柄」で共通する分かりやすい演出とするこ
とができる。
【０１００】
４）以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【０１０１】
　上記実施形態から得られる具体的手段（遊技機）を以下に列挙する。
【０１０２】
・手段１－１
　対応する当否判定結果の報知が完了していない当否判定情報が存在することを保留図柄
として表示する表示手段と、前記保留図柄を構成する図柄要素の種類により、当該保留図
柄に対応する当否判定結果が当たりとなる蓋然性を示唆する保留演出を実行する演出実行
手段と、を備え、前記保留演出として、前記保留図柄が、複数種の図柄要素を含む事前態
様から、当該複数種の図柄要素のうちの一種の図柄要素を含む事後態様に変化する保留要
素減少演出が実行されることを特徴とする遊技機。
　上記遊技機が実行可能な保留要素減少演出は、複数種の図柄要素を含む事前態様により
将来的な保留図柄の態様（事後態様）が示唆されるという面白みのあるものである。
【０１０３】
・手段１－２
　前記事前態様は二種の前記図柄要素を含む態様であり、前記保留要素減少演出は、前記
事前態様が含む二種の前記図柄要素のうちの一つが無くなることで前記事後態様となるも
のであることを特徴とする手段１－１に記載の遊技機。
　このようにすることで、遊技者にとって有利な方の図柄要素が残ることを願う演出とす
ることができる。
【０１０４】
・手段１－３
　前記事前態様は、二種の前記図柄要素のそれぞれが含まれる分割部を有するものであり
、前記分割部の一方が大きくなりつつ他方が小さくなることが交互に生じる煽り演出が発
生することを特徴とする手段１－２に記載の遊技機。
　このようにすることで、一方の図柄要素が大きくなって他方が無くなるという結末に至
る演出ではないかということを分かりやすく示すことができる。
【０１０５】
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・手段１－４
　前記事後態様が二種の前記図柄要素のうちの一方を含むものとなった場合、当該保留図
柄に対応する当否判定結果を報知する報知演出にて特定演出が発生することが確定する一
方、前記事後態様が二種の前記図柄要素のうちの他方を含むものとなった場合、当該保留
図柄に対応する当否判定結果を報知する報知演出にて前記特定演出が発生するとは限らな
いものの、当該特定演出が発生した場合には当否判定結果が当たりとなることが確定する
ことを特徴とする手段１－２または手段１－３に記載の遊技機。
　このようにすることで、特定演出が発生するとは限られないケースに移行した場合（事
後態様が二種の図柄要素のうちの他方を含むものとなった場合）には、特定演出が発生す
ることを願うという面白みのある遊技性を実現することができる。
【０１０６】
・手段１－５
　前記保留要素減少演出は、前記保留図柄が三種以上の図柄要素を含む前記事前態様から
、当該図柄要素の数が減少することが複数回発生することで、前記事後態様に至る場合が
あることを特徴とする手段１－１に記載の遊技機。
　このようにすることで、遊技者が事後態様を予測しつつ楽しむ演出とすることができる
。
【０１０７】
・手段１－６
　前記保留演出として前記保留図柄が前記事後態様に至ることなく終了する演出が発生す
る場合があり、当該演出が発生した場合には当該保留図柄に対応する当否判定結果がはず
れとなることを特徴とする手段１－１から手段１－５のいずれかに記載の遊技機。
　このようにすることで、事後態様に至らなければ当たりの可能性が無くなるのであるか
ら、まずは事後態様に至ることを願う演出となる。
【０１０８】
・手段２－１
　対応する当否判定結果の報知が完了していない当否判定情報が存在することを保留図柄
として表示する表示手段と、前記保留図柄の種類を変化させることにより、当該保留図柄
に対応する当否判定結果が当たりとなる蓋然性が高まったことを示唆する保留変化演出を
実行する演出実行手段と、前記保留変化演出の発生を予告する保留変化予告を実行する予
告実行手段と、を備え、前記保留変化予告として表示される予告画像の種類により、前記
保留変化演出にて変化した後の前記保留図柄の種類が示唆されることを特徴とする遊技機
。
　上記遊技機は、予告画像の種類により保留変化演出における変化後の保留図柄の態様が
示唆されるという面白みのあるものである。
【０１０９】
・手段２－２
　複数種の前記予告画像のそれぞれは複数種の前記保留図柄のいずれかに対応づけられて
おり、前記保留変化演出にて変化した後の前記保留図柄の種類は、前記保留変化予告にお
ける前記予告画像の種類に対応したものとなることを特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このようにすることで、保留変化予告が分かりやすいものとなる。
【０１１０】
・手段２－３
　複数種の前記予告画像のそれぞれは複数種の前記保留図柄のいずれかに対応づけられて
おり、前記保留変化演出にて変化した後の前記保留図柄の種類は、前記保留変化予告にお
ける前記予告画像の種類に対応したもの、または、前記保留変化予告における前記予告画
像の種類に対応したものよりも対応する当否判定結果が当たりとなる蓋然性が高いものと
なることを特徴とする手段１に記載の遊技機。
　このようにすることで、予告画像の種類がどのようなものであっても、高信頼度の保留
図柄に変化する可能性があるという遊技性を実現することが可能である。
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【０１１１】
・手段２－４
　前記保留変化予告においては、前記予告画像の種類が変化しうることを特徴とする手段
２または手段３に記載の遊技機。
　このようにすることで、予告画像の種類がより高信頼度のものに変化することに期待す
る遊技性を実現することが可能である。
【０１１２】
・手段３－１
　未だ当否判定結果の報知が完了してない当否判定情報の存在を示す図柄であって、当否
判定結果を報知する報知演出が現在実行されているものに対応する変動中保留図柄、およ
び、前記報知演出が開始されていないものに対応する変動前保留図柄を表示する表示手段
と、前記変動中保留図柄と前記変動前保留図柄の両方に重ならない第一位置、および、前
記変動中保留図柄と前記変動前保留図柄の一方には重ならないものの他方には重なる第二
位置に位置することが可能な可動部材と、を備え、常態において前記第一位置に位置する
前記可動部材が、所定条件成立を契機として前記第二位置に位置させられることを特徴と
する遊技機。
　上記遊技機によれば、可動部材を第二位置に位置させることで、変動中保留図柄と変動
前保留図柄の一方を目立たせること（演出に応じて一方の保留図柄を目立たせること）が
可能である。
【０１１３】
・手段３－２
　前記第二位置に位置する可動部材は、前記変動中保留図柄には重ならないものの前記変
動前保留図柄には重なることを特徴とする手段３－１に記載の遊技機。
　このようにすれば、可動部材を第二位置に位置させることで、変動中保留図柄を目立た
せることが可能である。
【０１１４】
・手段３－３
　前記報知演出を構成する演出として、当否判定結果に応じた結末に至る特定リーチ演出
を実行することが可能であり、前記特定リーチ演出の最中に、前記可動部材が前記第二位
置に位置させられることを特徴とする手段３－２に記載の遊技機。
　このようにすることで、特定リーチ演出中に変動中保留図柄を目立たせることが可能で
ある。
【０１１５】
・手段３－４
　前記変動中保留図柄の態様が変化するかもしれないことを示す変動中保留変化演出を実
行することが可能であり、前記変動中保留変化演出の最中に、前記可動部材が前記第二位
置に位置させられることを特徴とする手段３－２に記載の遊技機。
　このように、変動中保留図柄の態様が変化するかもしれないときには、可動部材を第二
位置に位置させて変動中保留図柄を目立たせるようにすればよい。
【０１１６】
・手段３－５
　前記第二位置に位置する可動部材は、前記変動前保留図柄には重ならないものの前記変
動中保留図柄には重なることを特徴とする手段３－１に記載の遊技機。
　このようにすれば、可動部材を第二位置に位置させることで、変動前保留図柄を目立た
せることが可能である。
【０１１７】
・手段３－６
　前記変動前保留図柄の態様が変化するかもしれないことを示す変動前保留変化演出を実
行することが可能であり、前記変動前保留変化演出の最中に、前記可動部材が前記第二位
置に位置させられることを特徴とする手段３－５に記載の遊技機。
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　このように、変動前保留図柄の態様が変化するかもしれないときには、可動部材を第二
位置に位置させて変動前保留図柄を目立たせるようにすればよい。
【符号の説明】
【０１１８】
１　遊技機
１０　保留図柄
１１　変動中保留図柄
１２　変動前保留図柄
１０ａ　事前態様
１０ｂ　事後態様
１０１　第一分割部
１０２　第二分割部
１０３　第三分割部
１９１～１９３　第一示唆要素～第三示唆要素
２０　通常保留図柄
２１～２４　第一特殊保留図柄～第四特殊保留図柄
３０　予告画像
３１～３４　第一予告画像～第四予告画像
４０　可動部材
８０　識別図柄

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】



(32) JP 2021-69512 A 2021.5.6

10

フロントページの続き

(72)発明者  中山　覚
            愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１１番１３号　株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者  牧　智宣
            愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１１番１３号　株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者  柏木　浩志
            愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１１番１３号　株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者  梶野　浩司
            愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１１番１３号　株式会社サンセイアールアンドディ内
(72)発明者  下田　諒
            愛知県名古屋市中区丸の内２丁目１１番１３号　株式会社サンセイアールアンドディ内
Ｆターム(参考) 2C333 AA11  CA50  CA76  CA77  EA04  EA10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

